
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援センター通信 

浦安市障がい者就労 
 

第 17 号 20２2 年 8 月 1 日発行 浦安市障がい者就労支援センター 
（浦安市ワークステーション 1F） 

住 所 279-0032 浦安市千鳥 1５-5 

ＴＥＬ 047－304－6200 

ＦＡＸ 047－304－620２ 

✉ urayasu-syurosien@roukyou.gr.jp 

開館日 月曜日～金曜日（祝日を除く） 

開館時間 午前９：００～午後５：3０ 

 

令和４年第１回障がい者就労支援ネットワーク会議が開催されました 

 7 月 5 日（火）浦安市東野地区総合福祉施設（東野パティオ）にて、『令和４年度第１回就労支援ネット

ワーク会議』が開催されました。浦安市内外の福祉事業所や特別支援学校、特例子会社から多くのご参加を

いただきました。お忙しい中ご参加いただき、誠にありがとうございました。 

障がい者就労支援ネットワーク会議は行政、特別支援学校、ハローワーク等関係機関との連携の機会をつ

くることを目的に開催しております。参加いただいた団体様には、参加者同士が交流していただき、今後の

事業運営に役立てていただきたいと思っております。 

 

 会議前半では、市内の就労施設等からの物品調達について、昨年度の目標額についての実績と今年度の目

標についての報告や、障がい者就労支援センターや浦安福祉事業体の活動、実績報告をおこないました。ま

た、令和 2年 10月から開始した重度障がい者等就労支援特別支援事業について、どのような支援事業であ

るのかの説明をおこないました。浦安市でも昨年度から事業を実施しております。 

  

 後半では、短時間ではありましたが交流の時間をつくり、ご参加いただいた福祉事業所や特別支援学校、

特例子会社、ハローワーク、障がい者就業・生活支援センターの皆様の情報交換の場となりました。 

 また、４つのテーマでグループワークを実施し、意見交換を行いました。それぞれの立場から意見が出さ

れ、活発な話し合いとなりました。グループワークでどのような意見が出されたかを、裏面にてまとめまし

た。 

 暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。急な豪雨や台風など災害が多い時

期でもあります。また、暑くなってくると食欲もなくなり、夏バテになる方もいらっしゃるので

はないでしょうか。夏バテで体調を崩さないよう、しっかりと睡眠をとり、食事もバランスをと

ることを心がけましょう。生活習慣を整えることが元気に夏を過ごすためには大切です。また、

節電が叫ばれる中ですが、冷房を上手く使って、熱中症等にも気を付けていきたいですね。 

グループワークの様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス 

公共交通機関 舞浜駅南口より東京ベイシティバス２０系統千鳥線（バス乗車１０分） 

舞浜 行（千鳥循環） 千鳥西 行 クリーンセンター 行 クリーンセンター下車 徒歩７分 

※千鳥車庫行のバスはクリーンセンターバス停には停車しません。 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策について 

咳エチケットの観点から、職員はマスクを着用するようにし

ております。 

自宅で検温の上、来所をお願いいたします。 

※37.5℃以上の発熱等の風邪症状がある場合は、来所を控

えてください。 

マスクの着用と来所および退所時に、手指の消毒のご協力を 

お願いいたします。 

面談および講座の運営は、ソーシャルディスタンスを保ち実

施しております。 

支援センターまでのアクセス 

印刷：大東コーポレートサービス株式会社 

企業、就労支援施設が受け入れる際に大切にしていること（企業・特別支援学校・福祉事業所・就労支援） 

・ご本人に仕事をしたい意思があるかどうかを確認することが重要 

・ご本人だけでなくご家族のサポートも重視している。それぞれの意思にズレがないようにする 

・就労する場合、ご本人自身で通勤が出来るか、自己発信が出来るかどうかが大切 

障がい者の雇用促進のために必要なことは何か（ハローワーク・特別支援学校・福祉事業所・就労支援） 

障がい者の加齢で困っていること、相談したいこと （福祉事業所・就労支援） 

 

障害福祉サービス利用について保護者にどう理解してもらうのか （支援学校・福祉事業所） 

・加齢に関しての自己理解・受任することが難しい 

・そのことを本人へ伝えることが困難である 

・福祉サービスの利用は可能だが、福祉的就労本来の目的とは異なってしまう 

・ご家庭の状況を正確に理解して支援をしていく 

・ご本人の状況、理解の場、説明の場を作りたい 

・福祉、保護者、学校の三位一体での相談が必要である 

・障がい者雇用に関する働きかけを積極的に行っていくことが必要 

・送り出す側の支援として、就労される方自身の自己理解が重要 

・送り出す前の就労へ向けた準備が重要となる 

グル－プワークの内容報告 


